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1意 見の趣 旨

(D議 連法案が提出され、再審部会の審議 が進め られているいま、再審制度

とその運用について研究 を続 けて きた者 の視点か ら、再審部会における議

論の問題 点を指摘 し、議論 の在 り方 とともに、 とくに重要な論点について

改正が進 むべ き方向を示す。

2再 審法の改正 を検討するにあたっての基本姿勢

(D袴 田事件 その他近年 の再審無罪事件 は、現在の制度 とその運用が深刻

な問題 をはらんでいることを示 している。再審法の改正は、これ らの立法

事実 を正 しく踏 まえ、現在する問題 を解消 しうるものでなければな らない。

(2)再 審法の改正が、①理論的根拠 を有す るか、②通常審 と再審請求審の構

造 との整合性 を有するか、③ 実務 において機能す るか、 とい う課題 を検討

す るに先立ち、改正が現在す る深刻な問題 を効果的に解決 しうるものか を

確認すべ きである。この先決課題 を解決す るものでなければ、再審法の改

正 は現状維持か、 ともすれば現状 をさ らに後退 させ る結 果に終わ る。現状

維持、 あるいは現状後退 となったので は、改正 自体の意義が失われ る。

(3)現 行制度 は、請求人側 が再審請求 において明白な新証拠の提 出 とい う

重い負担 を課されているにもかかわ らず、裁判所不提出証拠へのア クセス

を厳 しく限定されているために、明白な新証拠 の獲得が著 しく困難である

とい う構二造的問題 を抱 えている。再審法の改正 は、現行制度の構造的問題

を正 しく捉 えた うえで、裁判所不提 出証拠への請 求人側 のアクセスを拡 充

す ることによ り、構造的問題の解消 を目指 さなければな らない。



(4)通 常 審 との バ ラ ンス な い し整 合 性 を重視 して、再審 の 「非 常」性 を強調

しつ つ、再審 の機能 を強化 す る こ とに消極 的 な姿 勢 を とる ことは、誤判 を

発 見 ・是正 され な い まま残 す こ と とな る。 その結 果、刑 事 司法 は、全体 と

して の健 全性 を失 う こと とな る。

3再 審 のための証拠開示の在 り方について

(1)再 審のための証拠 開示の在 り方 を検討す るにあたっては、無罪証拠 が

収集 ・作成 されていても裁判所不提出証拠のなかに埋 もれた まま誤判 に至

った事件 が存在する可能性があることを基本的視座 にお くべ きである。

(2)再 審法の改正にあたっては、不提出証拠 を提出 ・開示 させた過去の再審

開始事案 を立法事実 とした うえで、類似 の事案 において確実に不提出証拠

の提 出 ・開示がお こなわれ るよ うな規律 を設けるべ きである。

(3)対 象 となる証拠の範囲については、「再審請求理 由 と関連す る証拠」 と

い う抽象的文言 に止めるのではな く、請 求時に提 出された新証拠 とそれ を

踏 まえた主張に関連す る範 囲に限定す る解釈 がな され る余地 をいれない

文言が検討 され るべ きである。

(4)再 審請求人に証拠開示請 求権 を付 与す ることによ り、請求人 と裁判所

の権利 ・義務 関係 を明確 にす ることが重要 である。

(5)検 察官が どのよ うな裁判所不提出証拠 を保管 しているか を把握 で きな

ければ、提出 ・開示の必要な証拠が提 出 ・開示されないままに終わるとい

う「漏 れ」を防 ぐことはで きない。この点 を踏 まえた検討 をすべ きであ る。

(6)再 審請求の準備のための記録 の謄写 ・閲覧については、6号 再審の場合

には、再審請求人が 自ら新証拠 を準備 した上で再審請求を行わなければな

らない ことに配慮 した検討が行われ るべ きである。た とえば再審請求のた

めの弁護人選任届 を条件 とす るや り方で濫用的な閲覧請 求を防止 しつつ、

再審準備 のための証拠の閲覧権の範 囲を広 げることを検討すべ きである。

(7)裁 判所不提出記録 や証拠物の保管 ・管理 については、法律によって保管

を義務付 けた うえで、具体的な管理規則の在 り方については、タト国法制 も

参考 に しなが ら、どのような制度にすれ ば証拠の管理 をよ り徹底で きるか

を検討 すべ きである。
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(8)有 罪確 定後 に発見 された無罪証拠 を再審のために確 実に利用で きるこ

とを確保す るためには、どのよ うな規律 を設 ければよいか とい う視点か ら、

再審請 求の準備 ための証拠 開示の在 り方を検討すべ きである。

4明 白性の判断方法 に関す る判例の援用方法

(D再 審部会では、い くつかの論点 を論 じる際に、明白性判断に関する判例

が援用 されている。 しか し、その援用方法には6つ の問題があ る。

(2)第1に 、無皐の救済 を迅速 ・確実に行 うために法改正 をす るのである

か ら、既存の判例 を踏襲すべ き必然性はないにもかかわ らず、判例踏襲の

当否につ いて議論 していない。

(3)第2に 、判例理解が一貫 していない。 ある論 点については、 白鳥 ・財

田川決定の解釈が分かれていることを理 由に消極論が説かれ、別の論点に

ついては、「近時の最高裁判例」が限定的再評価説 を採用 していると解す る

のが一般的であることを理 由に消極論 が説 かれている。

(4)第3に 、「近時の最高裁判例」は限定的再評価説 を採用 していると解す

るのが 「一般的」だ とす る根拠が示され ていない。学界では異な る見解が

多い ことを無視 している。

(5)第4に 、全面的再評価説 に対 し、再審請求審 を 「第四審」にす るもの

だとの批判があ るが、明白性判断の方法が どのよ うなものであろうと再審

請求審が 「第四審」にな ることはないので、このよ うな批判は不当である。

v(6)第5に 、そもそも限定的再評価説 について委員 ・幹事たちが共通理解

を有 しているか不明であ る。① 旧証拠の証拠構造分析 を行 い、新証拠の影

響がおよぶ旧証拠の範囲を確認 するので、旧証拠の全てに関 して証拠開示

が必要 にな り得 ること、②新証拠によ り特定の旧証拠の証明力が低下 して

も、他の旧証拠 を不利益に再評価 し、合理的疑 いを超 える証明が依然 とし

てあるか検討す るので、 この点か らも、旧証拠の全てに関 して証拠開示が

必要 にな り得 ること、③以上のよ うな証拠開示が請求時点ではなされてい

ないため、請求人は請求時には完全な請求理 由 を示 し得 ない とい う構造的

欠陥 を有 していること、という三点 について共通理解 を有 しているか確認

す ることが必要であ る。
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(7)第6に 、限定的再評価説 自体が広範な証拠開示 を求めているのである

か ら、この説 に依拠す る限 り、再審請求審の構 造や通常審 との関係 を考慮

して証拠開示の範囲を狭 くすることはで きない。また請 求人 ・弁護人に対

し証拠 を開示す る制度は、請求人が請求時には請求の理 由を完全には示 し

得ない とい う構造的欠陥 を補填 す るための手段であるか ら、職権主義 とも

矛盾 しない。

5再 審開始決 定に対する検察官の不服 申立て

(1)再 審法改正が必要 となった立法事実は、袴 田事件な どにおいて、制度の

不備 によって救済が大幅に遅延 した ことである。

(2)検 察官は、再審請求手続の当事者ではないか ら、開始決定に対 して不服

申立てをする地位 を有 しない。検察官に不服申立ての権限があ ることを当

然視 してきた従来の実務 には、 そもそも問題がある。

(3)再 審部会の議論 においては、検察官の不服 申立てを禁止す るべ きでな

い との意見が相次いだが、 このよ うな意見は、立法事実を直視 しないもの

であって、適切 とは言い難 い。

(4)刑 訴法435条6号 による再審請求の場合には、再審開始決 定を した裁

判所 は、実体判断に近 い判断 をしている。その判断の当否 を抗告審等で再

度検討す ることが必要 であ るとはいえない し、実体判断 を行 う場 としては、

公開性、手続保障、証拠法則 を備 えた再審公判 こそがふ さわ しい。実体判

断 を公判で行 うべ きことは、6号 以タトの再審理 由が認め られた場合 におい

て も同様である。

(5)検 察官の不服 申立てによって開始決 定が取 り消され た例があ るか らと

いって、その開始決定が誤 った決定であ るということはで きない。袴 田事

件 や福井 中学生殺人事件 においては、取 り消 されて しまった開始決 定の判

断が適切な ものであったことが、後の再審無罪判決によって明 らかにされ

ている。実体判断は再審公判で行われ るべ きものであるが、再審公判の審

理 のあ り方についても検討す る必要があ る。
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再審法の改正に関する意見

青山学院大学教授 葛野尋之

九州大学教授 田淵浩二

國學院大學教授 中川孝博
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1意 見の趣 旨と構成

法制審議会刑事法(再 審関係)部 会(以 下、「再審部会」 とい う)は 、本

年4月21日 の第1回 会議以降、現在に至 るまで、再審制度 に関す る法(以

下、「再審法」 とい う)の 改正 について審議 を進めている。本意見は、再審

制度 とその運用について研究 を続 けて きた者の視点か ら、再審部会における

議論の問題 点 を指摘 し、議論の在 り方 とともに、 とくに重要な論 点について

改正が進 むべ き方向 を示そ うとす るものである。

本意見 は、 まず、再審法の改正 をめ ぐる再審部会の議論 の在 り方につい

て、それ を検討す るにあたっての基本姿勢は どのよ うなものであ るべ きかに

ついて論 じる。再審法の改正 は、近年の再審開始 ・再審無罪事件 を通 じて明

らか となった現在の制度 とその運用がは らむ深刻な問題(以 下、 これ を 「現

在す る問題」 とい う)を 立法事実 として正 しく捉 えた うえで、 それ ら現在す

る問題 を効果的に解消す るものでなければな らない。改正案が理論的な根拠

を有 し、通 常審および請求審の構造 と整合 し、実務 において機 能す るかにつ

いての検討 は、それが現在する問題 を効果的に解消す ることを確認 した うえ

で こそなされ るべ きものである。

続 いて、再審請求審 における通常審の裁判所 に提出されなか った証拠(以

下、 「裁判所不提 出証拠」 とい う)の 閲覧 ・謄写、すなわち 「証拠開示」 に

ついて意見 を述べ る。裁判所不提 出証拠の閲覧 ・謄写 は、近時の再審開始決

定において重要な役割 を果た して きた。再審部会 において も、何 らかの規 定

を設 けることについては強い反対がないよ うであるものの、具体的な在 り方



については、厳 しい意見の対立がある。 どのよ うな証拠について、 どのよう

な方法によ り、 また、 どのよ うな根拠 をもって裁判所不提 出証拠 の閲覧 ・謄

写 を認 めるかは、再審が誤判の発見 ・是正による無皐の救済 とい う制度 目的

に向けて有効 に機能す るか どうかに対 して決定的な影響 を与 える。

次に、本意見は、再審理由たる新証拠の明白性の判断方法につ いて論 じ

る。裁判所不提出証拠の閲覧 ・謄写 をめ ぐる具体的論 点についての議論 のな

かで、閲覧 ・謄写 を広 く認め るべ きとす る提案 に対す る批判的意見が、明白

性の判断方法 に関す る判例 を援用 している。 もとよ り、明 白性の判断方法

は、それ 自体 として重要な実践的 ・理論的問題であ るが、再審法の改正 を検

討す るにあた っても、具体的論点 に関する議論の帰趨に強い影響 を与え う

る。再審部会においては、 この問題 を正 しく定位 し、判例 の立場 を誤 りな く

理解 した うえで、議論 を進 めなければな らない。

最後 に、本意見は、再審開始決定に対す る検察官の不服申立てについて論

じる。近年 も、再審開始決定に対 して検察官が不服 申立てを行 い、開始決定

の取消 を求めて主張 ・立証 を行 ったことによって、開始決定の確 定が遅れ、

再審公判の開始 と再審無罪の判決が早期 に実現 しなかった例が見 られ る。 こ

の問題 は、請求人ない し元被告人の高齢化が進 むなかで、誤判 を早期 に是正

し、無皐 を早期 に救済 す るとい う切実な要請 に どのよ うに応えるか とい う実

践的な意義 を有す るだけでな く、請求審における検 察官の地位 ・役割、再審

理由た る新証拠 の明白性の具体的な意味、請求審 と再審公判 との関係 な ど、

原理的な問題 に深 くかかわ ってい る。

再審部会の審議が進行 中だ とい うこともあ り、本意見は概括的なものにと

どまる。 よ り詳密な検討 は、今後、審議 の進展に応 じて、 あ らためて行 う予

定である。

2再 審法の改正 を検討 す るにあたっての基本姿勢

(1)立 法事実 を踏 まえた改正

再審法の改正については、再審部会の審議が開始 され る前よ り、多数の国

会議 員が参加 した 「えん罪被害者のための再審法改正 を早期に実現す る議員
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連盟」(以 下、「議連」 とい う)が 、裁判官の除斥 ・忌避、手続規 定の整備、

検 察官保管証拠等の開示、開始決定に対す る検察官不服 申立ての禁止 とい

う、喫緊に改正が必要な事項 に佳 占を合わせて、改正案の作成 を進めてい

た。2025年6月18日 には、野党6党 の共同によ り、改正案が提 出され、

継続審議 とな っている。再審法の改正について法務大 臣が法制審議会に対 し

て諮問 したのは、議連 において改正案の具体化が進め られていた最 中であっ

た。

再審部会の設置 と審議の開始、議連法案の作成 ・提 出な ど、再審法 の改正

に向けて活発 な動 きが生 じたのは、近時、 多くの事件 について再審開始 ・再

審無罪が続 いたか らにほかな らない。

強盗 ・放 火 ・殺人事件について死刑判決が確 定 していた袴田巌 氏は、

2024年9月26日 、静岡地裁 において再審無罪の判決 を言い渡 された。同

判決 は、同年10月9日 、検察官の上訴権放棄 によ り確定 した。事件発生か

ら58年 、死刑判決確定か ら44年 、実に27年 に及ぶ第1次 再審請 求の

後、2008年 開始の第2次 請求に対 して2014年 に静岡地裁が再審開始 を決

定 してか ら10年 を経ての ことであ った。袴 田事件 は、死刑判決の決め手 と

された5点 の衣類のねつ造、連 日長時間の 自白強要 による虚偽 自白の採取な

ど、誤判 を作 り出 した衝撃的事 実 とともに、再審請求にあた り請求人が無罪

等 を認めるべ き明白な新証拠 を用意することの困難、手続規定の不備 ゆえの

請求手続の遅延、警察収集証拠の検察官への不送致および杜撰な証拠の保管

に起因する重要証拠の所在不明、根拠規定の不存在 を理 由とする裁判所不提

出証拠 の開示 に対する検察官の消極的姿勢、再審理 由の存否の判 断に重大な

影響 を与 えうる証拠の開示 をめ ぐる紛糾 と開示の遅れ、開始決定に対す る検

察官抗告による確定の遅れ、請 求手続 と再審公判 との関係の不明確 さにも起

因す る再審公判における 「蒸 し返 し」的な有罪立証な ど、現在の制度 とその

運用のなかにある深刻な問題 を明 らかに した。 これ らの問題の多 くは、近年

においても再審無罪が確 定 した事件 のなかでも、具体的な発現形態における

差異 はあるものの、共通 して見 られ るものである。
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再審法 の改正が 目指すべ きは、 これ ら現在す る問題 を解消す ることによっ

て、迅速 ・確実 に誤判 を発見 ・是正 し、無皐 を救済す るために、再審の機能

を強化す ることでなければな らない。現在する深刻な問題 こそが、改正が踏

まえるべ き立法事実なのである。 これ らの立法事実 を正 しく踏 まえ、現在す

る問題 を解消 しうるよ うなものでなければ、再審法の改正 は無意味なもの と

な ろう。

(2)再 審部会の議論の在 り方

再審部会第8回 会議においては、数 々の論点について委員および幹事が意

見 を表明 した1巡 目の議論が終 わった ところで、再審部会における議論の在

り方につ いて、酒巻委員の意見 が、同委員作成のメモを再審部会の事務局 を

担 当す る法務省所属の幹事が代読す る形で紹介された。すなわち、2巡 目の

議論 においては、①十分な理論 的根拠 を持 ち、②再審請求審の構造や通常審

の制度 とも整合 し、③現実にも機能する仕組み とす るためにはどうすべきか

につ いて、検討 を深 めることが不可欠であるとい う意見である。酒巻委員の

意見 も指摘 していたよ うに、実際、再審部会の1巡 目の議論のなかでは、裁

判所不提 出記録 の閲覧 ・謄写 を広 く認め るべ きとす る提案、再審開始 の決定

に対す る検 察官の不服申立て を禁止すべ きとす る提案 な どに対 して、一部の

委員が、① か ら③の一つ または複数の観 点に立 って、批判的な意見 を表明 し

ていた。

酒巻委員の意見① にい う 「理論的根拠」 とは、通常審および再審に関 して

いかな る制度 をも前提 としないものではあ りえず、現行の制度、あ るいはそ

の基本構造 を維持 した うえで細部 を修正 した制度(以 下、 これ らを 「現行制

度」 とい う)を 前提 とした ときの 「理論的根拠」 をい うので あろう。そ うす

る と、上記② ・③ においても、現行制度が前提 とされてい るといえよ う。す

なわち、② の 「整合」性は、通 常審および再審請 求審の現行制度 との整合性

を意味 し、 また、③ の 「実務」における 「機能」 は、現行制度の運用 として

の実務 における機能 を指す ことにな る。
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た しかに、再審法の改正 にあた り、改正案が、上記①か ら③ の課題 を解消

す るものであるかについて、検討することは重要である。 しか し、 これ らの

課題 の検討 に先だって必要 とされ るのは、現在の制度 とその運用が どのよ う

な問題 をは らんでいるか を把握 し、それ らの問題 を立法事実 として踏 まえ、

現在 す る深刻な問題 を解消す るためには具体 的にどのよ うな改正 が必要かに

ついて、議論 を尽 くす ことである。 この ことが、先決課題なのである。

この先決課題 に正面か ら向 き合い、それ を解決 しうるよ うな改正案 を具体

化する ことな く、現行制度 を前提 としつつ、① か ら③の課題 に議論 の焦点 を

合わせ るな らば、議論 は、現在す る問題 を解消 しよ うとす る提案 に対 して消

極的な立場へ と傾 いてい くこととなろう。 そ うなると、再審法 を改正すると

いって も、改正 は、現状維持 へ と向か うことにな り、現在す る深刻な問題 を

解消す ることな く終 わるであ ろう。 ともすれば、広汎 な証拠開示の勧告、積

極的な事実の取調べのよ うな積極的な実践例 を否定す ることとな って、そ う

なると現状 をさ らに後退 させ る結果 とな りかねない。現状維持、あるいは現

状後退 となったのでは、改正 自体の意義が失われる。

再審法の改正にあたっては、上記① か ら③ の課題の検討 に先立 ち、立法事

実 を正 しく踏 まえ、現在する深刻な問題 を解消す るような改正案 を具体化 し

なけれ ばな らない。ある提案について① か ら③の課題 を検討 し、それに耐え

うるものだ との結論 に達 したな らば、あ らためてその提案が、現在す る問題

を解消 しうるものなのか を確認 しなければな らない。十分 に解消 しえないの

であれば、再度、先決課題 に立ち戻 って、現在する問題 を効果的に解消 しう

る改正案 を策定 しなければな らない。

再審法の改正が、立法事実 を正 しく踏 まえ、現在す る問題 を解消 しうるも

のであれば、それは、現行制度 に対 して重要な点において変化 を迫 るもの と

なるはずである。現行制度ではな く、変化 した制度 を前提 に した とき、①か

ら③の課題 の検討 も、現行制度 を前提 とした場合 とは異なる道筋 を進 むこと

となろ う。変化 した制度 との理論的な整合性が求め られることにな り、変化

した制度の運用 としての実務 における機能が問われ るのである。実際、現在
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す る問題 を解消す るよ うな改正案であれば、現行制度 を維持 し、それ を前提

とす ることに執着 しない限 り、①か ら③ の課題 も解消 しうるで あろう。

(3)現 行制度の構造的問題の残存

現行の再審制度 は、構造的問題 を内包 してい る。 それゆえ、現在す る深刻

な問題 を解消 しよ うとす る提案 について、現行制度 を前提 として、上記① か

ら③の課題 につ いて検討 し、 それによって提案の 当否 を判断す ることになれ

ば、再審法の改正は、 た とえ①か ら③ の課題 につ いての検討に耐 えうるもの

であって も、現行制度に内在する構造的問題 を残存させ ることとな る。

ここにい う現行制度の構造的問題 とは、請求人側が再審請求において明 白

な新証拠 の提出 とい う重い負担 を課 されているにもかかわ らず(刑 訴規283

条)、 通常審か ら再審請求審 を通 じて、裁判所不提出証拠へのア クセスを厳

しく限定されているがゆえに、明 白な新証拠 を獲得することが著 しく困難で

ある とい う点である。旧刑訴法下において、 あるいは現行の再審法がモデル

とした ドイツ法において、通常審が職権主義の構造 をとり、起訴 に際 して裁

判所に一件記録 が送付されていたの とは異な り、現行法下 においては、通常

審が当事者主義の構造 をとることか ら、捜査機 関が収集 ・作成 した証拠の多

くが裁判所 に提出されないまま、検 察官の手許 に残 され ることになる。 これ

ら裁判所不提 出記録へのア クセスが厳 しく限定されているがために、請求人

側 は、再審請求において確 定判決の有罪認定に合理的疑いを生 じさせ うるよ

うな新証拠 を準備 し、それ をもって再審理由の存在 を効果的に主張 ・立証す

ることが著 しく困難であ る。現在す る深刻な問題 の多くは、 このよ うな構造

的問題 に根源 を有 してい る。

内在す る構造的問題 を解消す ることな く、現行制度 を前提 としつつ、再審

法の改正 を検討す るにあた り、理論的根拠 を追求 し、通常審および再審請 求

審 との整合性 を目指 したな らば、改正は、現行制度 との理論 的な整合性 を有

し、現行制度の運 用 としての実務 においては機能す るとしても、構造的問題

の残存のゆ えに、それに起因する現在す る問題の 多くを解決で きないままに

終わ るであ ろう。
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再審法の改正は、現行制度の構造的問題 を正 しく捉 えた うえで、裁判所不

提 出証拠への請求人側のアクセス を拡充す ることによって、構造的問題 の解

消 ・緩和 を目指 すべ きである。 そ うしない限 り、現在す る深刻な問題の多 く

が残存することとな る。

もともと、上記②の課題の いう 「再審請求審の構造」 とは、請求人 と裁判

所 との二面構造の もとで、再審請求理 由の有無 を裁判所が主体的に審理す る

とい う点に限 られ るわけではない。請求人 に対 して明 白な新証拠の提出を求

めた うえで、請求理由の存在 を自 ら主張 ・立証させ る とい う重い負担 を課 し

ている点も、再審請求審に特徴的な 「構造」なのであ る。上記の構造的問題

を正 しく捉 えて、 それ を解消 ・緩和する改正であって こそ、 このよ うな 「構

造」 に 「整合」す るものだ といえよ う。

(4)刑 事司法全体 としての健全性の保持

再審部会 においては、確定判決の確定力、それに基づ く法的安定性 を重視

し、通常審に対す る再審の 「非常」性 を強調す る立場 か ら、再審の機能 を強

化す ることは、通常審 と再審 との適正なバラ ンスを崩す ことにな るとの意見

が表明されている。

誤判 は、誤 った有罪認定に基づ く刑罰 によって、正 当な理由によることな

く人の重要 な権利 を剥奪す るものであるか ら、決 して許 されるもので はな

い。 しか し、通常審の裁判所がいかに慎重に手続 を進 め、いかに厳格 に証拠

を評価 した として も、誤判か ら完全に免れ ることはで きない。 そ うであるな

らば、全体 としての刑事司法 は、通常審 において誤判の防止に努 めなければ

な らないの と同時 に、不可避的に生 じる誤判 を迅速 ・確実 に発見 ・是正 し、

無皐 を救済す るためのサブシステムを備 えていなければな らない。そのサ ブ

システムが再審である。

現在す る深刻な問題 は、再審が十分有効に機 能 していないことを示 してい

る。再審法の改正 は、 このよ うな現状 を直視 し、立法事実 を正 しく踏 まえる

ことによって、迅速 ・確実に誤判 を発見 ・是正 し、無享 を救済す るために、

再審の機 能 を強化するものでなければな らない。誤判の発生が不可避である
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ことか らすれ ば、 その ことによって こそ、刑事 司法 は、全体 として健全性 を

保持す ることがで きる。

逆 に、通常審 とのバ ランスない し整合性 を重視 して、「通常」審に対する

再審の 「非常」性 を強調 しつつ、再審の機能 を強化す ることに対 して消極的

な姿勢 をとることは、再審の機能不全 を存続 させ、誤判 を発見 ・是正 されな

いまま残す こととなる。その結果、刑事 司法 は、全体 としての健全性 を失 う

こととなる。む しろ、刑事 司法全体 としての健全性 を保持す るなかで こそ、

通 常審 と再審 とは、真の意味において適正なバランスを構築す ることがで き

るとい うべ きである。酒巻委員の意見 は、上記② において、「通 常審の制度

と整合するか」 とい う課題 をあげていた ところ、 この課題 は、刑事 司法全体

としての健全性の保持 という観 点か ら、通常審 と再審 とが適正なバ ランス を

構築 す るとい う意味において理解 しなければな らない。

3再 審 のための証拠開示の在 り方 について

(1)基 本的視座

再審部会に提出された過去の再審無罪事例 に関す る資料や ヒア リングの結

果か ら、裁判所不提 出証拠のなかに犯罪事実の不存在 を示す証拠(以 下、

「無罪証拠」 とい う)が 埋 もれて しまっていた ことが、誤判の是正 ・無皐の

救済 を遅 らせ た とみ るべ き事案が存在 することは明 らかである(袴 田事件、

福井女子中学生殺人事件)。

捜査機 関が収集 ・作成 した ものの裁判所に提 出されなかった証拠のなかに

無罪証拠が埋 もれて しまわないよ うにすることは、再審以前 に、通常審 にお

ける証拠開示制度の在 り方に関わ る問題である。検察官が裁判所 に提 出する

証拠 を取捨選択す る当事者主義構造の手続 においては、被告人側が検 察官か

ら不提 出証拠 の開示 を受 け、防御 のために必要 と考 える証拠の提 出を可能 に

する制度 を設 けることが、無罪証拠の見落 としによる誤判の危険性 を低下 さ

せ ることにな る。 そ こで、事件 と関連する証拠 を原則 としてすべて被告人側

に開示す る制度 を導入す るな らば、検 察官 と弁護人の双方が収集 ・作成され

た全証拠のなかか ら無罪証拠 を見つけ出す機会 を得 られ ることにな り、誤判
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の危険 性も低下するであろう。 しか しなが ら、 日本においては、全面的な証

拠開示 には負の側面 もあ るとの理 由か ら、現行法はこれ を採 用す るに至って

いない。 もっとも、公判前整理手続に付された事件 に限れば、類型証拠開示

と主張関連証拠開示 とい う二段階に分 けて充実 した証拠開示 をうけることが

で きる。 したがって、公判前整理手続 を経た事件 については、裁判所不提 出

証拠のなかに無罪証拠が埋 もれ ることによって誤判が生 じる危険性 を減 らす

ことがで きるだろう。

しか しなが ら、再審請 求されている事件のなかには、通常審の証拠開示制

度が導入され る以前 に確 定 した事件がなお多数存在する。 また、公判前整理

手続が導入されて以降 も、証拠の管理の不備 や開示要件の判断が原因 とな

り、無罪証拠が埋 もれて しまう可能t性が完全にな くなったわ けではない。 そ

こで、再審のための証拠開示の在 り方を検討す るにあたっては、無罪証拠が

収集 ・作成 されていても裁判所不提 出証拠 のなかに埋 もれたまま誤判 に至 っ

た事件が存在する可能'性があることを基本的視座にお くべ きである。

(2)通 常審 との整合性

再審部会第8回 会議において、上記のよ うに、酒巻委員が議論 の在 り方に

ついて意見 を提示 していた ところ、理論的根拠、通常審 ・請求手続 との整合

性、そ して実務における機能 とい う三つの視点か ら再審法の改正 を検討すべ

きことを指摘 してい る点は、再審のための証拠開示の在 り方にも当てはまる

であ ろう。

通常審 における被告人の防御 の対象は検 察官の主張 ・立証であ り、被告人

側への証拠開示は、検察官の請 求証拠の証明力 を争 う機 会 を与 えることと、

被告人側 の主張事実 を支 える証拠 を調査す る機会 を与えることを目的 として

行われ る。 これに対 し、再審請求の弾劾対象は確定判決 とそれ を支えている

証拠(以 下、 これ を 「旧証拠」 とい う)で ある。 そ して、判決が確定 してい

る以上、証明力のある証拠 によ って判決が支え られている と推 定 してよい こ

とにな る。再審請求人は再審理 由の存在 を主張す る形で しか確 定判決の当否

を争 うことが許されない とい う点において、確定前 に被告人の防御権が保障
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され るべ き範囲 とは異な ってい る。 そ して、再審のための証拠開示は再審請

求を支える証拠 を発見す る機会 を与えることを目的 としている以上、再審請

求理 由 と関連 する範囲においてのみ、その必要性が認め られ ると考 えるべき

である。

(3)刑 事訴訟法435条6号 の理由 とそれ以外の再審理 由 との違 い

再審請求理由 と関連する範囲で裁判所不提 出証拠の提 出ない し開示の必要

性 を肯定で きる としても、再審請 求理由 と関連す る旧証拠の範 囲は、刑事訴

訟法435条 各号 ごとに異な る。

まず、4号 および5号 の理 由による再審請 求の場合 には、確 定判決の存在

だけで再審が認 め られ ることか ら不提 出証拠 の提 出 ・開示はまったく問題 に

な らない。次に、1号 、2号 、3号 及び7号 の理由によ る再審請 求の場合 に

は、各号 に定める犯罪行為 につ いて有罪の確 定があれば不提 出証拠の提出 ・

開示は問題 にな らないが、確 定判決 に代わ る証明が行われ る場合であれば、

再審請求人の主張す る犯罪事実の証明に必要な範囲において不提 出証拠の提

出 ・開示が必要 になることは考 え られ るものの、それが確 定判決 を支えた証

拠全般 に及ぶわけではない。

これ らに対 し、実際の再審請 求の大半が援用す る6号 の理 由による場合

(以下、「6号 再審」 とい う)に は、新証拠が確定判決に及ぼす影響によって

再審 を開始すべ きか否かが決 まることになる。そ して、再審の実務 において

は、新証拠 だけで も直ちに有罪判決が誤 りであることを立証で きる例タト的な

場合 を除いて、新証拠 によって影響 を受ける旧証拠 の再評価 を伴 う新旧証拠

の総合評価 を行 うことによって、確 定判決に及ぼす影響の有無 を判断する運

用が行われて きた(白 鳥事件 についての最決昭50・5・20刑 集29巻5号

177頁 〔以下、 これ を 「白鳥決定」 という〕)。すなわち、6号 再審の請求の

場合 には、再審理由の存否の判 断に、確 定判決 を支 えた旧証拠が確定判決 を

維持す るに足 りるものか どうか を判断す る過程が伴 う。そ して、その判断

は、たんに確定判決 を下 した裁判所が行 った旧証拠の評価 を引 き継 いで行 う

のではな く、再審裁判所 自らを確 定判決 を下 した裁判所の立場 において旧証

10



拠 を評価 し直す ことによ り行われてお り、かつ再評価 を行 うために必要 と考

える不提 出証拠 を提 出 ・開示 させ た結果、 それが主要な新証拠 とな って再審

開始 に至るケースもある。

問題 は、現行制度の下では、 旧証拠の再評価に影響す る可能1性のある裁判

所不提出証拠 をどこまで開示させ るかが、 もっぱ ら裁判所の訴訟指揮権の裁

量 的行使に委ね られていることか ら、た とえ職権 を発動せず不提 出証拠 を提

出 ・開示させな くとも、手続 に違法があると判断されてこなかった点であ

る。そ こで、再審法の改正にあたっては、不提 出証拠 を提 出 ・開示 させた過

去の再審開始事案 を立法事実 とした うえで、類似の事案において確 実に不提

出証拠の提 出 ・開示がお こなわれ るよ うな規律 を設 けるべ きである。

(4)再 審の ための不提出証拠の提 出 ・開示の規律の内容

以上の観 点か ら、再審のための不提出証拠の提出 ・開示に関す る規律 とし

て、以下の点が具体化 され るべ きで ある。

第1に 、再審部会第9回 会議 において示された、論点に関す る検討課題等

の 「第1再 審請求審における検察官の保管する裁判所不提 出記録の弁護人

によ る閲覧 ・謄写」、「1再 審請求審 における閲覧 ・謄写に関す る規律 を設

けるか」のなかで、「対象 とな る証拠の範囲」について、再審請求理由 と関

連す る証拠 を対象 とするA案 と、 これに加 えて、一定の類型に該 当す る証拠

も対象 とす るB案 とが示されてい る。 これについては、次の理由か らA案 で

は不十分であ ると考 える。

A案 とB案 を対 比 した とき、A案 によるとい うだけで必然的に現在 の運 用

よ り裁判所不提 出証拠の提 出 ・開示の範囲が狭 くなるわけではないで あろう

が、その範囲は 「再審請求理由 と関連 する証拠」 という言葉の解釈 に委ね ら

れ ることにな る。再審部会第9回 会議 において、「再審請 求理 由 と関連 する

証拠」 とい うA案 の記載に関 して、 「再審請求理由」 とい うのが請 求時に提

出された新証拠 に限 るのか、それ を踏 まえた主張 も含むのか、あるいは、後

に追加 された主張や証拠 も含 むのかも、議論す る必要があるとの発言が見 ら

れるのは、 まさにそれ故であろ う。解釈の余地 を残す改正がなされ、その結
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果、6号 再審 において請求時に提 出 した新証拠の立証命題 と関連す る範囲で

しか不提 出証拠の提 出 ・開示 を しな くてよい とい う解釈 に至 ることを強 く懸

念す る。

他 方、B案 については 「一定の類型に該 当す る証拠」 とい うま とめ方がな

されているにすぎず、その証拠の範囲をどこまで広げ るかがあいまいなまま

である。 そのため、議事録か らは、B案 は再審請求理 由 と関連 しない不提 出

証拠 まで をも提 出 ・開示の対象に含める案であると理解 して批判す る意見 も

見 られ る。 しか しなが ら、再審請求理 由 と関連す る証拠 を対象 とす るのがA

案 で、再審請求理 由 と関連 しない証拠 まで対象にするのがB案 であ るという

対比は、A案 を支持する立場か らB案 を批判するための捉 え方に過 ぎない。

そ うではな くて、再審請求理由 に関連す る範囲 とい う抽象的な基準に止めよ

うとす るのがA案 であ り、限定的な解釈 の余地 をな くすために、A案 に重ね

て一定の類型 に該 当す る証拠の提 出 ・開示 を要求 した ものがB案 であるとし

て対 比 した うえで、適切な提出 ・開示の範囲を示す規律 は どうあ るべ きかを

検討 すべ きであ る。

第2に 、上記検討課題のなかでは、「再審請求権者又は弁護人による請 求

権」 として、再審請求人に不提 出証拠の提出 ・開示請求権 を付与すべ きか否

かも論点 とされてい る。既に述べたよ うに、再審の実務 においては、裁判所

の訴訟指揮権 に基づ く証拠開示の命令ない し勧告 を行 うか否かが裁判所の裁

量的判断 に委ね られてきたため、明 らかな裁量の逸脱 に当た らない限 りは職

権 を行使 しなか った ことが違法 と判断 され ることはな く、職権の行使に積極

的な裁判所 と消極的な裁判所が生 じることは避 けられなかった。 こうした格

差 を是正す るためには、再審請 求人に証拠開示請求権 を付与す ることによ

り、請 求人 と裁判所の権利 ・義務関係 を明確 にす ることが重要である。

第3に 、論点に関する検討課題等の第1、 「2再 審請 求審における検察

官による証拠の一覧表の提出に関す る規律 を設 けるか」においては、公判前

整理手続 における裁判所による証拠 開示の裁定手続 を定めた刑訴法316条

の27を 参考 に して、検 察官に命 じて、その保管す る証拠であって、裁判所

の指定す る範 囲に属す るものの標 目の一覧表 を提示 させ るとす るA案 と、被
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告人 による証拠開示請 求のための便宜 を図 るために、請求による検察官保管

証拠一覧表の提供 を義務付 けている刑訴法316条 の14を 参考 に して、再審

請求手続 においても請求人 に対 して検察官が保管す る証拠一覧表 または送致

目録 の開示 を義務付 けるB案 が対置されている。

そ もそも検察官が どのよ うな裁判所不提出証拠 を保管 しているか を把握 で

きなければ、提 出 ・開示の必要な証拠が提 出 ・開示されないままに終わる と

いう 「漏れ」 を防 ぐことはで きない。 この点 を踏 まえた検討がな され るべ き

である。 この観点か らすれば、裁判所の指定す る範囲に限定する ことな く、

すべての証拠 の一覧表 を提出させるB案 の方が優れていることになる。その

上で、単 なる証拠一覧表 や送致 目録では開示の必要性 を判断 できない とい う

ことであれば、通常審の公判前整理手続 における証拠開示制度 と同様、 これ

らに加 えて証拠標 目の一覧表 を作成 し提 出す ることを義務付 けることも可能

にす るとい うや り方もあるか ら、そもそも両案 はいずれか を選択 しなければ

な らない関係 にはない とい うべ きeである。

第4に 、論点に関する検討課題等の第1、3「 再審請求の準備段階におけ

る閲覧 ・謄写 に関する規律 を設 けるか」 における 「規律 を設 けることの必要

性」 と 「規律 を設けることの相 当性」 について、再審理由の存在 を立証す る

負担は再審請求人に課 されてお り、6号 再審の場合 には、再審請求人が自ら

新証拠 を準備 した上で再審請求 を行わなければな らないことに配慮 した検討

を行 うべ きである。

再審請求の準備 のためには確 定事件 の記録の閲覧か ら始 め る必要があ る。

そのための手段 として、再審の請求を しよ うとする者 またはその弁護人は、

刑事確定訴訟記録法3条2項 の定めに従 い再審保存記録 としての保存 を請求

す ることがで き、同法5条1項 および2項 の定めに従い再審保存記録 を閲

覧す る権利 を有す る。 しか し、裁判所に提 出されなかった証拠は確定記録に

含 まれないため、た とえ通常審 において被告人側 に開示済 みの証拠であって

も、権利 として不提 出証拠の閲覧は認め られていない。 また、提 出された証

拠書類は記録の一部 とな るのに対 し、証拠物は証拠品事務規程第8章 の定め

に従 い再審請求事件等の証拠物 として保管 されてお り、閲覧させ るか どうか
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は検察官の裁量に任 されている。請求前の記録閲覧は再審請求 を予定 してい

る者 とい う立場 において行われ ることか ら、た とえば再審請求の ための弁護

人選任届 を条件 とす るや り方で濫 用的な閲覧請 求を防止 しつつ、再審準備の

ための証拠の閲覧権 の範囲を広 げることを検討すべ きである。

第5に 、論 点に関す る検討課題等第1、5「 裁判所不提 出記録 ・証拠物の

保存 ・管理 に関す る規律 を設 けるか」において規律 を設 けることの必要性や

相 当性が検討事項 とされている ところ、内規 や通達類に基づ く従来の運用で

は管理が徹底 されず、裁判所不提 出証拠が偶然発見 した とされ る事案 も見 ら

れ ることか ら、法律 によって保 管 を義務付 けた上で、具体的な管理規則の在

り方については、タト国法制 も参考 に しなが ら、 どのような制度 にすれば証拠

の管理 をよ り徹底 できるか を検討すべ きである。

(5)検 察 官 の 証 拠 開 示 義 務

最 後 に、 再 審 請 求の準備 の ため の証 拠 の閲 覧 ・謄写権 と再 審請 求後 の不提

出証 拠 の提 出 ・開示請 求権 とは、前 者 を充実 させ るほ ど、請 求後 の 開示 に要

す る時 間 を短縮 で きる とい う関係 に あ る。 か りに再審 準備 のた め の記 録 閲覧

権 につ いて は、 通 常審 にお いて 開示 されな か った証拠 に まで広 げ る ことは困

難 で あ る との前 提 に立 った と して も、確 定前 に検 察官が その存在 を把 握 して

いれ ば被 告人 に開 示 されて いた で あ ろ う証拠 を発 見 した ときは、再 審請 求 を

待 たず に元被 告人 に通知 し開示 す る こ とに して いれ ば、過 去の再 審 無罪 事件

にのな か に も、 よ り迅速 な救済 が果 た され て い た と考 え られ るもの もあ る。

日本 と同 じく、 通常 審 にお いて 当事 者主 義 を採 用す るイ ギ リス において

は、検 察 官が、確 定後 に有 罪認 定の 「妥 当性　(safe†y)」 　に疑 い を生 じさせ

る資 料 を発 見 した場合 には、元被 告 人 に対 して通知 ・開示 すべ き義務 を負 う

こ とが肯 定 され て い る　(Nunn　 v.　Chief　 Cons†able　 of　Suffolk

Cons†(】bul(】　ry　and　 Ano†her　 [20　1　4]　UKSC　 37,　para.35;　 A††orney

General'　 s　Guidelines　 on　Disclosure,　 para.140を 参 照)。 ま た 、 ア メ リ

カ 法 曹協 会 法 律 家 職務 模範 規則Rule3.8.(9)は 、 検 察 官 が 、 有 罪 とさ れ た 者

が 犯 罪 を犯 して いな い蓋 然性 が あ る と合理 的 に認 め られ る重要 で信 用で きる
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新 たな証拠の存在 を知 った場合 には、速やかに当該証拠 を適切 な裁判所また

は当局に開示す ること、 この場合において有罪事件が管轄 内の事件で ある と

きは、速やかに被告人に当該証拠 を開示 し、かつ再捜査 を行 うことを義務づ

けている。

このよ うに有罪判決の確定後であっても、検察官が無罪証拠 を発見 した と

きには、有罪 とされた者にその 旨通知 ・開示 しなければな らない という法的

あるいは職業倫理的な義務は、 日本においては十分に議論 されて こなかっ

た。検 察官に対 してこのよ うな法的 ・職業倫理 的な義務 を課 す ことに機能的

に代替 しうるものが、再審請求の準備のための証拠 開示であ る。有罪確 定後

に検察官がその存在 を認識 するにいたった無罪証拠 の開示について、検察官

の裁量に任せているのが現状であ り、有罪確定後に発見された無罪証拠 を再

審のために確実 に利用で きることを確保す るためには、 どのような規律 を設

ければよいか とい う視点か ら、再審請 求の準備のための証拠開示の在 り方 を

検討すべ きである。

4明 白性の判断方法に関す る判例の援用方法

(1)明 白性の判断方法 に関す る判例の援用

再審部会においては、「再審請求審 における閲覧 ・謄写に関す る規律 を設

けるか」(以 下 「論 点①」)、「再審請求審 における検察官によ る証拠の一覧表

の提 出に関す る規律 を設 けるか」(以 下 「論点②」)、「刑事訴訟法第435条

第6号 の規定 を改め るか」(以 下 「論点③」)と い う3つ の論点 について議論

する際 に、いわゆ る明白性の判断方法 に関す る判例 が援用されてい る。 しか

し、その援 用のされ方には少な くとも6点 の問題があ る。

(2)判 例踏襲 とい う前提に立つ理 由の不明

1つ めの問題 は、明 白性の判断方法に関す る判例 を踏襲する とい う前提 を

置いて議論すべ き理由が明 らかにされていない ことである。 その よ うな前提

のも とで議論す るという提案がなされた ことも、その提案について議論 され
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た ことも、提案 を了承す るとい う合意が得 られた ことも、議事録 か らは確認

で きない。

誤判の発見 ・是正 によ る無皐の救済 を迅速かつ確実に行 う必要 を立法事実

として、再審法の改正 について議論 してい るのであるか ら、判例 を踏襲 しな

ければな らない理論的 ・論理的必然性 はない。判例の問題点 を克服す る考 え

方に依拠することも可能なはずであ る。 したがって、 まず、明白性の判断方

法 に関す る判例 を踏襲 して議論すべ きか否か とい う点か ら意識的かつ明示的

に議論 しなければな らない。

(3)判 例理解の一貫性の欠如

2つ めの問題は、判例の理解 に一貫性がみ られないことである。

論点③の議論 において成瀬幹事は、「一方で、 旧証拠 を全面的に再評価す

べ きであるとの見解 に立つもの とい う理解があ りますが、他 方で、新証拠 の

持つ重要性 と立証命題 に照 らし、確 定判決の当否 を検討す るのに必要 な限度

で旧証拠 を再評価すべ きであるとの見解 に立っ もの とい う理解 も示 されてい

ます。 このよ うに、明白性の判断方法 に関す る白鳥決定 ・財 田川決定の判示

について確立 した解釈 がない中で、その趣 旨を総合評価説や再評価説 の限度

で明文化 しよ うとす ること自体 にも、困難がある」(第6回 会議議事録4

頁)と い う発言 をしている。川出委員、宮崎委員も同趣 旨の発言 をしている

(第6回 会議議事録5、7頁 参照)。

これに対 し、論点① の議論において池田委員は、類型証拠 開示 と同様の制

度 を 「設 けることにつ きま しては、 まず少な くとも近時の最高裁判例 におい

て、刑事訴訟法第435条 第6号 の明白」性判断は、新証拠の立証命題 に関連

す る他の証拠 それ ぞれの証明力 を踏 まえ、 これ らと対 比 しなが ら検討 すべ き

な どとされてお り、つ まりは有罪認 定の根拠 となった旧証拠 であって も、そ

うした新証拠 との関連性の有無 にかかわ らず再評価 し直す こととはされ てい

ない こととの整合性が問題 とな る」(第4回 会議議事録ll頁)と いう発言

をしている。池田委員は論点② についても同様の発言 をしている(第4回 会

議議事録18頁 参照)。 そ して、上記論点に関す る検討課題等の 「第1再 審
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請求審 における検察官の保管する裁判所不提出記録 の弁護人による閲覧 ・謄

写」の1(2)に は、池田委員によるこれ ら発言 と同内容の 「検討課題」が

記載 されている。

以上のように、論点③ については判例 の解釈 が分かれてい ることを前提 に

した消極論が主張され、論 点① ・② については判例が限定的再評価説 を採用

していることを前提 とした消極論が主張 されている。 しかも、前者は 「白鳥

決定 ・財田川決定(財 田川事件 における最決昭51・10・12刑 集30巻9号

1673頁)」 、後者は 「近時の最高裁判例」(池 田委員は裁判例 を特定 していな

い)を 取 り上げてお り、 「近時の最高裁判例」が どの判例 を指 すのか、「近時

の最高裁判例」が 「白鳥決定 ・財 田川決定」 と異なるのか否か、異なるとす

ると 「近時の最高裁判例」 と 「白鳥決定 ・財 田川決定」の関係 を どのよ うに

捉 えるか等がすべて曖昧 にされたまま議論がなされている。成瀬幹事は、改

正刑訴法 に関する刑事手続 の在 り方協議会 において、論点① に相 当す る論点

に対 し池田委員 と同趣 旨の発言 をしている(第10回 議事録12-13頁 参

照)こ とに鑑 みると、成瀬幹事 と池田委員の見解が異 なるために このような

結果が生 じているとは思われない。

このよ うに、論点 ごとに判例 に対する理解 を異 にす る意見が唱 え られ、そ

れが放置されたまま議論が進 むのは、大いに問題である。論点 ごとに判例の

理解が変わ ったのでは、一貫性のある理論的な検討をすることはで きない。

学識者 として委員 ・幹事に任命 されたのであるか ら、援用す る判例 を特定

し、その判例 の解釈 についても固定すべ きである。固定で きないのであれば

判例 を踏襲す ることを断念 し、明 白性判断に関す る委員 ・幹事 らの私見 を明

らかに し、それ を基 に議論 を展開すべ きである。

(4)判 例 理 解 の 一 面 性

3つ め の 問 題 は 、 判 例 の理 解 が 一 面 的な ことであ る。

前述 の よ うに、池 田委 員 は 「近 時の最 高裁判例 」 を特 定 して い ないが、仮

に、飯 塚 事件 第1次 最 高 裁 決 定(最 決 令3・4・21刑 集75巻4号389頁)

が 「近 時 の 最 高裁 判 例 」 の 一 つ だ と しよ う。調査 した限 りに お いて、 同決 定
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が限定的再評価説 を採用 している と解 している判例評釈よ りも、他 の説 を採

用 してい る(ま たはその可能性がある)と 解 してい る判例評釈 のほ うが多

い。 また、限定的再評価説 を採用 していると解す る判例評釈 も、他の評釈に

対 し内在的批判 を加 えるな どしているわ けではな く、論証のカは弱い。

それにもかかわ らず、専門家であるな らば、限定的再評価説 を採 用 してい

ると解す るのが一般 的であ ると論証な く主張すべ きではない。仮 に、限定的

再評価説 を採 用 している と解す るのが一般的だ と解す る理 由が、評釈 の数で

もな く、論証 のカで もな く、最 高裁調査官解説が述べているとい うものだ と

する と、論理 学 では誤謬 とされてい る権威論証 に当たることとな る。 これ

は、学識者 としては厳 に避 けるべ きことである。

なお、2巡 目においては この点 につ き真摯な説明がなされ る ことが期待 さ

れたが、池田委員は 「新証拠に基づ く再審請求者の主張 と関連 しないにもか

かわ らず、取調べの対 象 とす る ということは、 このよ うな再審請 求審の構造

と整合 しない上 に、最高裁判所 の判例の考 え方 とも整合す るものではない と

考 えます。」(第9回 会議議事録16頁)と 述べ るに止 まり、判例の説明 をよ

り一層抽 象化 させた。 しか し、池田委員、および判例が限定的再評価説 を採

用 しているとす る他の委員 ・幹事 は、論理学的にみて正 当な論証 を示すべ き

であろう。 そ うでなければ、再審部会の専門性の高さ、ひいては法制審議会

の存在意義について疑問が生 じることとな りかねない。

(5)「 第四審」論の誤 り

4つ めの問題 は、他説 を批判す る際 に 「第四審」 というスローガ ンを用い

ていることで ある。

前述 した成瀬幹事の発言にも示されていたが、最高裁が採 用 している判断

方法 は全面的再評価説だ と解す る見解 もある。 この全面的再評価説 に対 し宮

崎委員は 「再審の請求 を受 けた裁判所 は、旧証拠 を洗いざ らい評価 し直 した

上、新旧証拠の総合評価 を行 うこととな りますが、 これは確定 した事件の審

理のや り直 しを行 うことにほかな らず、実質的には再審請求審 を第四審 とす
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るものであって、相 当ではあ りません」 と発言 している(第6回 会議議事録

7頁)。

しか し、通常審において も、事実認定問題 を検討する判断基準 ・方法 は審

級 によ り異なるため、「旧証拠 を洗いざ らい評価 し直 した上、新 旧証拠の総

合評価 を行」 うことが新たな審級 を加 えた ことを示すわけではない。

また、再審開始決定はもちろん無罪判決ではない し、一般的な考 え方によ

れば、再審開始決定によ り確 定判決が破棄されたことにな るわけでもな く、

刑の執行力が失われ るわ けで もないので、確定力 をな くすものではないか

ら、「旧証拠 を洗いざ らい評価 し直 した上、新旧証拠の総合評価 を行」 うか

らといって請 求審が通常審の審級 に組み込 まれることにはな らない。

以上のよ うに、一定の策 をとると再審請求審が 「第四審」 と化 して しまう

とい う主張は理論的意味を有 しない。なお、再審部会 において このスローガ

ンを用いている委員 ・幹事は、後藤委員(第1回 会議議事録12頁 参照)、

宮崎委員(第6回 会議議事録7頁)、 江 ロ委員(第9回 会議議事録14、19

頁参照)の3人 であ り、検察官および(元)裁 判官出身者に限 られている

が、法制審議会 とい う場においてはスローガンの使用 をやめるべ きであ る。

なお、後述の ごとく、限定的再評価説 に立 ったとしても、証拠構造分析 の

際に全証拠の検討がなされ、かつ、新証拠 によ り特定の旧証拠の証明力が低

下 した後に、他の旧証拠群 の不利益再評価がなされ うる。 これは 「旧証拠 を

洗 いざ らい評価 し直」す ことに他な らない。 したが って、宮崎委員の発言

は、限定的再評価説 に対 しても批判 していることになる。

以上(3)～(5)に おいて論 じて きたよ うに、再審部会において再審法の

改正 を検討す るにあたっては、明 白性の判断方法に関する判例の理解 につ い

て、一貫 した立場 をとり、一面的な理解 に陥 ることな く、 また、理論 的に不

正確 な概念 を用いて混乱 を生 じさせ ることがないよ うに しなければな らな

い 。
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(6)限 定的再評価説 に基づ く明白性判断

5つ めの問題 は、限定的再評価説 について共通理解がない とい うものであ

る。

前述の とお り、池 田委員の理解 によると、近時の最 高裁判例 は限定的再評

価説 に立つもの と解 されている との ことだが、池田委 員は、限定的再評価説

に立つ と裁判所 は明白性判断をどのよ うに行 うことにな るのかについて説明

していない。 したがって、 この点について、委員 ・幹事の間に共通理解があ

るか否か不明である。共通理解 が必要な点は少な くとも3点 あ る。

第1に 、再審請求審の裁判所は、確定判決の証拠構造分析 を正確 に行 い、

新証拠 を投入す ることによ りどの旧証拠 の評価に影響が及ぶのか否か を正確

に把握 しなければな らない。例 えば、 目撃証言の信用性に関する事実調べが

ほ とん どなされてお らず、判決理由中の信用性に関す る記述 も 「詳細 なので

信 用で きる」 とい う一言 しかないが、 それはおそ らく、　DNA鑑 定 という決

め手 となる証拠が あるか ら証言の信 用性についての解明度 はこれで十分だ

(そ れ以上事実調べ をしても信用性の程度は変動 しない)と 判断 したか らで

あろうと推測 され る確定判決があった としよ う。 この事例 において再審請 求

がなされ、決め手 となったDNA鑑 定の証明力が新証拠によ り低下 した場合

には、 目撃証言の信 用性 に関す る解明度が相対的に低下することはあ りうる

(DNA証 拠 に寄 りかかることがで きな くなったため、供述の変遷や取調官

の誘導等が存在 しなかったことを確認 しておかない と、証明点が容易に変動

しない強 い証拠 とは評価で きないか ら、 この 目撃証言 をDNA鑑 定 と並ぶ決

め手の証拠であ ると証拠構造分析す ることはで きない)。 したが って、裁判

所 としては、証拠開示 によ り捜査段階 において作成された調書類 や捜査報告

書等 を得 て、 それ らについて事実調べ を行 う必要が生 じるのである。

このよ うに、 ある旧証拠が新証拠 とは関連 していないよ うに見 えた として

も、新証拠 によ り他の証拠の解 明度の低 さがあ らためて問題 とな り、様 々な

旧証拠 の評価 に関 して証拠開示 を要す る事態に至 ることはあ りうるのであ

る。
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第2に 、判例(名 張事件第5次 再審請 求についての最決令9・1・28刑 集

51巻1号1頁)は 、新証拠 によ り一定の旧証拠の証明力が低下 した として

も、 それだけでは明白性の存在 を認めず、他の旧証拠 を不利益再評価 し、総

合評価 して、「確定判決の有罪認定につ き合理的な疑 いを生 じさせ得 るか」

を判断す ることを認めている と一般 に解 されている。 したがって、 このよ う

な不利益再評価がで きるか否かを判断す るために事実調べが必要 とな り、証

拠開示 を行 う必要が生 じることはあ り得 る。

第3に 、上記第1お よび第2で 述べた裁判所の検討は請 求後 になされる

ため、請 求時点において請求人は、提 出 した新証拠に明白性が存す ることに

ついて、不完全な理 由 しか提示することがで きない。なぜな らば、再審の請

求にあたって請求人は、確 定判決および旧証拠(マ スキ ングされ るな どして

一部 しか閲覧で きない場合 もあ る)し か検討の対象にすることがで きず
、後

に裁判所が得 ることになる開示 された不提 出証拠 を事前 に知 ることがで きな

いまま、証拠構造分析 を行 った り、 旧証拠群 の不利益再評価 に備 えた りしな

ければな らないか らである。限定的再評価説に基づ く判断が行われるなかで

なお公正な手続 を担保す るため には、最低限、裁判所 と同 じ条件 で証拠構造

分析 および旧証拠の不利益再評価の可能性分析 を行 うことので きる機会 を与

えなければな らない。

以上の3点 について、委員 ・幹事 らは意見 を明確 にすべ きであ る。 も し以

上の3点 について同意が得 られないのであれ ば、 あ らためて、限定的再評価

説 とは何か、限定的再評価説 に立つ とどのよ うなプロセス を経 て証拠開示が

なされ ることにな るのかについて、具体的 に、議論 を進めてい くべ きであ

る。

限定的再評価説 についての理解が一致 していないにもかかわ らず、共通理

解に基づいているかのよ うな議論 を続 ける と、再審法の改正 は、理論的 ・論

理的 とはいえない矛盾に満ちた もの とな りかねない。実際、2巡 目に入って

か ら、 「新証拠 に関連するもの」 と 「確定審(マ マ)を 支 える全 ての証拠」

を分けて論 じる発言が連続 して登場 し(第9回 会議議事録14頁 における後

藤委員発言および江 ロ委員発言)、 それに異論 を唱える主張(同15頁 におけ
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る村山委員発言、同16頁 における鴨志田委員発言)が 出されて も、 これ ら

異論 に内在的批判 を加 えない発言(同16頁 における池田委員発 言)や 、実

務 の運 用実態 をふまえない単な る想像 によ り批判 をかわそうとす る発言(同

18頁 における成瀬発言参照)が 続 くな ど、混迷 を極めた議論がなされてい

る。

大澤部会長は、「『関連す る』 とい う言葉の捉 え方にも、何か少 し詰め るべ

き点があ る」(第q回 会議議事録21頁)と 述べ、限定的再評価説 の内容を

あ らためて確認す る必要 を感 じてい るよ うである。本意見書 を参考に してい

ただ き、混乱の収束に努めていただ きたい。

(7)構 造論等 との関係

6つ めの問題 は、請 求審の構造、通常審 との関係、職権主義等 のフ レーム

を用い るべ きでない点について用いてい るとい うものである。

第1に 、 これ まで述べて きたよ うに、限定的再評価説に立った場合には、

裁判所 による証拠構造分析 および旧証拠の不利益再評価のために広 く不提 出

証拠の開示が認 め られ るべ きことになる。 これは限定的再評価説 という明白

性の判断 方法 に内在す る要請であるか ら、請 求審の構造や、通常審 との関係

や、職権主義であること等 を援 用 して範囲を制限す ることはで きない。不提

出証拠 の開示 を必要に応 じて個別 に求め る制度に とどめるのか、それ とも一

定類型 の証拠 をあ らか じめ開示すべ きか とい う論点や、一覧表 を交付 すべ き

か とい う論点は、明白性判断 を迅速かつ正確 に行 うための手段 を設 けるとい

う観点か らのみ議論 されるべ きである。

第2に 、再審請求審 は職権主義の構造 をとってい るが、それ と、証拠開示

の宛先 を請求人 にすべ きか とい う論点 とは関係がない。前述のよ うに、請 求

人は、請 求前 には暫定的な証拠構造分析 しか行 うことがで きず、不利益再評

価に対す る備 えも暫定的に しか行 うことがで きない。 このような構造的欠陥

を不可避 的に有 しているため、 この欠陥 を補 うために、請求人や弁護 人に対

して証拠 を開示させ る制度 を設 けることは合理的である。裁判所 は、構造的

欠陥が証拠開示によ り補われ、完全なものになった 「請求の理 由」、すなわ
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ち裁判所不提 出証拠の証拠 によ り全 旧証拠の解明度等が明 らかになった状態

でなされた証拠構造分析に基づ いて、新証拠 と旧証拠 との関連性 を示 し、か

つ、旧証拠の不利益再評価の可能性 に対 し十分に防御 する準備 を整 えた 「請

求の理由」に対 して、その理 由の有無 を判断す るべ きであ るか ら、請 求人の

「先議」 を認め ることは職権主義 と矛盾 しない。

したがって、「請求審の構造や、通 常審 との関係 や、職権主義であるこ

と」 と整合 しない案は再審部会に一切 出ていないのであるか ら、 「請求審の

構造や、通常審 との関係や、職権主義であることに、 よ り整合的であ る」 と

いう理 由は、無皐の迅速 ・確実な救済 を実現す るため に再審法改正が求め ら

れているとい う立法事実を無視 して一定の案に賛成す る理由 としてはあま り

に弱い といえよ う。

なお、以上の ことは全面的再評価説 に立った場合 も妥 当するであ ろう。

5再 審開始決定に対する検察官の不服 申立て

(1)救 済の遅延 とい う立法事実

再審部会第5回 会議 においては、「再審開始決定に対す る不服 申立て」が

議論の対象 とな った。 しか しこの議論 に際 して示された 「論点整理(案)」

は、「再審開始決定に対する不服 申立て を禁止するか」 とな ってお り、検察

官の不服申立てを禁止 しない とい う選択肢があ らか じめ埋め込 まれている。

検 察官の抗告等 を禁止す る議連法案がすでに提 出され、継続審議 となって

いることに照 らす と、再審部会の議論 は議連法案の成立 を阻むために行われ

てい ると批判 されてもやむをえないであろう。議連法案において再審開始決

定に対する検察官の抗告等の禁止が明記 されたのは、袴 田事件 をは じめ とす

る具体的な事件 において検 察官の不服申立てによって救済が遅延 した こと

が、再審法 を改正す るにあたっての立法事実 とされ るべ きだか らであ る。

すなわち、袴田事件 の場合、第2次 請求の再審開始決 定(2014年3月

27日)が 検察官の抗告 によ り取 り消され、最 高裁によ る差戻 しを経て再度

出された再審 を認 める決定に対 して検察官が特 別抗告 を断念 して確定

(2023年3月)す るまeでに約9年 かかっている。福井女子中学生殺人事件
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においては、第1次 再審請求における再審開始決定(2011年ll月30

日)が 検 察官の異議申立てによって取 り消 されたため、第2次 再審請 求の再

審開始決定(2024年12月 　ll　日)の 確 定までに第1次 請求の開始決定か

ら約13年 がかかっているのであ る。再審部会における不服申立ての禁止 に

反対す る意見が このよ うな立法事実 を踏 まえたものであ るのか、大いに疑問

'である
。

(2)再 審請求審における検察官の地位

そもそも、裁判に対する不服 申立ては、裁判 を受けた手続 の当事者がその

裁判の見直 しを求めるために認 め られるものであ る。検 察官は、請求人対裁

判所の2面 構造 をとる再審請求手続 において、 自 らが請求人 とな った場合 を

除いて手続の 当事者ではない。 この観点か らす ると、現在の規定において

も、検察官が再審開始決定に対 して不服申立てがで きる と解 して きた再審実

務 は、上訴制度 自体 と整合性 を有 しないのである。再審開始決定に対す る検

察官の不服申立ては、 もともと正 当性が疑わ しかった とい うべ きである。

(3)迅 速な救済

再審部会の議論 においては、検察官によ る不服 申立てが大半の事件で行わ

れている実情 を踏 まえて、弁護 士会推薦委員か ら検 察官には不服 申立ての権

限がない と考 えるべ きであ り、開始 決定に対 して不服があれば、検察官は再

審公判 でそれ を主張すればよい、 との指摘があった。 ところが研 究者の委員

か らは、検 察官の不服 申立てを禁止 しただけでは時間短縮 につなが らない と

か、再審公判手続 と再審請求手続で は審判対象が異な るか ら、再審請求段階

で 「誤 った開始決定」 をただす機会が必要だ、な どとい う反論が相次いだ。

しか し、 これ らの反論 には説得力がない。袴田事件 や福井女子中学生殺人

事件で開始決定に対す る不服 申立 てがなければ、再審公判の審理 に一定の時

間 を要 した としても、 はるかに早期の救済が可能であった ことは明 らかであ

る。検 察官の不服 申立ての禁止が時間短縮 につなが らない とい う反論 は、開

始決定に対す る検察官の不服 申立てを禁止すれば、再審公判における検 察官
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の立証活動 によって公判審理が長期化す る、あるいは再審無罪判決 に対す る

検 察官の上訴 によって、か えって再審公判段階の手続が長期化す るという懸

念に基づ くものであろう。 しか し、再審公判 においては、再審請求段階 で明

確化 された争点について攻防が行われ ることになるか ら、 この懸念には及ば

ない と考 える。 また、再審公判 の期間 を短縮す るために、再審請求段階で検

察官の不服 申立てを認めてそこで攻防 を尽 くすべ きだ とするものだ とすれ

ば、それは再審請求段階の手続の肥大化 ・長期化 を招 くものであって、適切

とはいいがたい。

(4)再 審公判によ る実体判断

刑訴法435条6号 による再審請求の場合 には、確定判決の事実認定に合

理的疑 いがあると認めた開始決定は、予測的な蓋然性判断 を示す ものではあ

るが、 その判断は、新証拠が確 定判決 をした裁判所の手続 において提出され

た とすれば、確定判決の有罪認定に到達 したかを問 うもの'である(白 鳥決

定)。 この判断は、実質的 に通常審 および再審公判で行われ る実体判断 とほ

ぼ重な る。それゆえ、検察官の不服申立てを認めて、再審請求手続 において

再度蓋然性判断を繰 り返す ことが必要であるとはいえない。実体判断は、公

開の法廷で、証拠法則に則 り、手続的保障が備わ った裁判手続、すなわち再

審公判の審理 を通 じてなされ るべ きだか らであ る。 この ことは、6号 再審以

タトの再審請求の場合にも同様 に妥当す る。

さ らに、検察官の不服 申立てによって開始決定が取 り消 された例があると

しても、開始決定 を 「誤 った開始決定」であ ると批判するのは正 しくない。

その ことは、福井女子中学生殺 人事件の第1次 請求に対す る開始決定が 「誤

った開始決定」 とはいえない ことをあげるだけで十分であ ろう。 む しろ、 こ

の第1次 請求の開始決定 を取 り消 した異議審決 定の判断が適切でなかったこ

とが、第2次 請求の開始決定 と再審無罪判決によって明 らかにされたのだ と

いえるか らである。

再審請求手続 と再審公判手続 の2段 階構造 をとる再審制度 においては、再

審請求段階の裁判所の判断は、 実質的には実体判断 と重な るものだ とはい
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え、再審公判 に移行す るか どうか を判断する中間的な ものに過 ぎず、実体判

断その ものではない。再審請 求の手続 において、開始決定によ って実体判断

をや り直す必要があることが認め られた ときは、速やかに公開の法廷での攻

防が予定されている再審公判 に移行 して、救済の是非 を判断すべ きである。

実際の再審無罪事件では、開始決定に対す る検察官の不服 申立 てによって

請求段階の手続の期間が長期化 した うえ、さ らに再審公判でも検察官が有罪

主張 を維持 し、有罪立証 を行 ったために、再審公判に一定の時間 を要 した事

例がある。再審公判の審理のあ り方 を規律する制度についても検討が進め ら

れ るべ きである。
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